
 
令和６年７月１９日 

 

 

週休２日制工事の当初積算における週休２日に関する経費について 

 

 

 

四日市市週休２日制工事実施要領第７条第１項の別に定める経費は、次に掲げるものと

する。 

 

 

 

【水道事業実務必携を適用する工事】 

〔適用要領〕 

・週休２日制試行要領（令和６年７月 三重県県土整備部） 

〔規定〕 

・第１編 土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む） 

【別紙１ 補正係数】 

〔補正係数〕 

・「通期」を準用する。 

 

 

 

 上記は、令和６年９月１３日以降に公告等を行う工事に適用する。 

 

（経過措置） 

 令和６年９月１２日以前に公告等を行う工事は、四日市市週休２日制工事実施要領（令

和６年４月１日制定）の経費を適用する。 


